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「動物の愛護および管理に関する法律」が
改正されました

台湾で52年ぶりに狂犬病が発生

　動物由来感染症は、動物の唾液や体

液を介して人にうつる病気です。

　代表的な「狂犬病」は、ウイルスに感

染した犬等にかまれ、狂犬病のウイル

スが体内に入ることで感染します。治

療法は確立されておらず、感染すると

ほぼ100％の確率で死亡します。日本

では50年以上狂犬病の発生はありま

せんが、今年の夏、台湾で52年ぶりに

狂犬病が確認されました。野生のイタ

チアナグマを中心に、数十頭が感染し

死んでいます。

　狂犬病の流行を未然に防ぐために

も、犬の飼い主は必ず飼い犬に狂犬病

の予防注射をしてください。

感染を防ぐために気を付けること

　狂犬病のほか、鳥インフルエンザや

ミドリガメからうつるサルモネラ感

染症が問題になっています。普段の生

活では次のことに注意してください。

ペットとの過剰な接触を避け、触れ

た後はうがい、手洗いをする

ペットの身の回りを清潔に保ち、糞

尿はすぐに処理する

ペットの具合が悪くなったら、すぐ

に動物病院に連れて行く

・

　

　

　掲載行事は区の主催ではありません。各

主催者に内容をよく確認の上、ご自分の

責任で参加してください。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）

（5273）4064へ。

★催し・講座★

鶴巻町フェスティバル　10月27日正

午～午後5時、早大通り（早稲田鶴巻町）で。

フリーマーケットの出店者約100区画を

募集。先着順。平日の午前10時～午後6

時に早大通り商栄会・長谷川080（3083）

5076

講座「モンテッソーリ教育法のエッセン

ス」　10月19日午前10時～11時30分

（午前9時30分開場）、落合第一地域センター

で。幼児教育の特徴・効果。講師は瀧口洋・

松蔭大学大学院教授。500円。事前に

電話で。先着30名。平日の午後4時～6

時にモンテッソーリ下落合こどもの家・

冨永（3953）6184

アトピー性皮膚炎講演会　9月15日

正午～午後6時45分（午前11時30分開

場）、牛込笥区民ホールで。無料。当

日直接、会場へ。先着300名。アトピック

072（281）0215

世界アルツハイマーデー記念講演会「認知

症ケアの倫理」　9月29日午後1時30分～3

時30分（午後0時30分開場）、四谷区民ホー

ルで。講師は箕岡真子・東京大学大学院客員

研究員。無料。当日直接、会場へ。先着450

名。火・金曜日の午前10時～午後3時に認知

症の人と家族の会東京支部（5367）8853

講演会「チェコのテレジーン強制収容

所」　9月19日午後6時30分～8時30分、

エスペラント会館（早稲田町)で。講師は林

幸子・チェコ倶楽部主宰。300円（学生は

無料）。9月17日までに電話で。先着40

名。ロンド・コルノ・菊島（3429）5173

バリアフリー映画上映会「折り梅」　9月

14日午後2時20分～4時20分（午後2時

開場）、牛込笥区民ホールで。音声ガイド

と日本語字幕付き。1,000円（高校生以

下は500円)。事前に電話で。先着300名。

NPO法人ビーマップ（6233）7150

ふるさと回帰フェア2013　9月8日

午前10時～午後5時、早稲田大学早稲田キ

ャンパス（西早稲田1)で。田舎暮らしの相

談会、特産市。入場無料。ふるさと回

帰フェア事務局・福添（5288）6770

「Canta！Timor」映画上映会＆広田奈津子

監督トークショー　9月22日午前10時

20分～午後0時50分（午前10時開場）、JICA

地球ひろば（市谷本村町）で。東ティモールが

舞台の音楽ドキュメンタリー映画。前売

り1,000円（当日1,200円）。前売りは事前

に電話で。先着100名。南山大学同窓会東

京支部カンタ！ティモール上映会運営事務

局・吉田090（1887）2061

★サークル紹介・会員募集★

★「広報しんじゅく」8月25日号に掲載し

た下記のサークルの問い合わせ先に誤

りがありました。お詫びして訂正します。

社交ダンス　月4回月曜日午後2時～5

時、戸山シニア活動館で。男性歓迎。月

4,000円。フレンズ・南條（3203）0697

区民のひろば
費用・申し込み・問い合わせ

犬の登録と

　狂犬病予防注射

　犬の飼い主には、「犬の

登録」と毎年1回の「狂犬

病予防注射」が法律で義務

付けられています。犬の登

録と予防注射済みの届け

出は、衛生課・特別出張所

で受け付けています。

しつけと基本ルール

犬のトイレは、散歩の前

に家で済ませる

無駄吠えをさせない

外に出るときは、リード・

鑑札・狂犬病予防注射済票

を付ける

野良猫による被害を減らす「地域ねこ対策」

　地域住民・ボランティア・保健所が一体となっ

て進めている「地域ねこ対策」。野良猫による被

害を減らし、地域の環境を守るために、野良猫に

去勢・不妊手術を施したり、餌やりや清掃を通し

て野良猫を管理する仕組みです。

　去勢・不妊手術により野良猫の数が減り、決

まった時間に餌やりと清掃をすることで、不衛

生な状態を防ぎ、糞尿の被害も減ります。また、

「地域ねこ対策」を通して地域のコミュニケー

ションが活性化したという

報告もあります。

猫を飼うときのルール

屋内で飼育する

去勢・不妊手術をする

身元を表示する

　動物との共生を強調し、殺処分さ

れる犬や猫の数を減少させることを

目指して、「動物の健康や適正飼育に

関する飼い主の責任の明確化」「動物

取扱業（ペットショップ等）に対する

規制の強化」を柱に改正し、9月1日に

施行されました。

　主な改正点として、「終生飼養の徹

底」が明記されるとともに、法の目的

に「動物の遺棄の防止」「動物の健康・安

全の保持」「生活環境保全上の支障の

防止」「人と動物が共生する社会の実

現」などが加わり、基本原則に「動物へ

の適切な給餌・給水、健康管理」「動物に

合った飼育環境の確保」が、基本指針に

「災害時の動物の適正な飼養を図るた

めの施策」が新たに定められました。　

罰則の強化

　主な改正点は次のとおりです。

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つ

けた者…2年以下の懲役又は200万

円以下の罰金（改正前：1年以下の懲役

または100万円以下の罰金）

愛護動物に対し、給餌・給水をしな

いなど、適切な保護をしなかったり、

虐待をした者…100万円以下の罰金

（改正前：50万円以下の罰金）

愛護動物を遺棄した者…100万円

以下の罰金（改正前：50万円以下の罰

金）

人人とと動動物物がが共共生生すするる社社会会へへ

　区では、平成15年に東京都獣医師

会新宿支部と「災害時における動物救

護活動に関する協定」を結んでいま

す。また、各避難所にケージ等の防災

用品や「動物救護マニュアル」を配備

しています。

避難所での動物救護

　避難所では、人とは別の場所に動物

専用の避難場所を設置します。負傷し

た動物は原則として、飼い主が近隣の

動物病院等で治療を受けさせます。飼

い主が不明な動物は、避難所の動物救

護部が巡回獣医師または近隣の動物

病院等で治療を受けさせるようにし

ます。

災害時に備えた準備を

　5日分程度の食料や水のほか、避

難所で使用するトイレ用品、ケージ、

リード、犬は鑑札・狂犬病予防注射済

票、猫は迷子札等の身元表示を用意し

ましょう。

　トイレの訓練など、日常的に基本的

なしつけをすることも重要です。

※爬虫類や両生類は、避難所では受け

入れられません。災害時の受け入れ先

を決めておきましょう。

　区内19か所の協力動物病院（東京都獣医師会新宿支部加盟）で受け付けてい

ます。ペットの正しい飼い方・しつけ方などを、電話でも相談できます。

ペットを飼っている方・これからペットを飼おうと考えている方へ

飼うときは最後まで責任と愛情を持って
　犬や猫などのペットが飼えなくなっても、保健所で引き取りや処分は行って

いません。また、動物を遺棄することは犯罪です。

　ペットを飼う前には、住宅環境、家族・近隣の状況のほか、将来の生活のこともよ

く考えましょう。どうしても飼えなくなったら、新しい飼い主を探してください。

犬を飼うときの

ルールとマナー

人と猫との

調和のとれたまちづくり

災害から動物を守りましょう

　人と動物（ペット）のより良い関係を築くため、動物との上手な付き合い方を

考えてみませんか。

【問合せ】衛生課管理係（第2分庁舎3階）（5273）3148・（3209）1441へ。

99月月2200日日～～2266日日はは

動動物物愛愛護護週週間間
愛愛護護週週間間
パパネネルル展展

　ペットの防災や狂犬病の予防について紹介します。

【期間】9月9日～13日　　【会場】区役所本庁舎1階ロビー

病院名・所在地 電話番号

木村動物病院（馬場下町50）（3203）0011

市ヶ谷動物病院

（市谷柳町25、宮坂ビル1階）
（3269）1299

新宿動物病院（新宿7ー11
ー5、けやきハウス2階）

（5272）1323

エンドー動物病院
（北新宿3－9ー3）

（3371）7182

アーバン動物病院（大久保2ー
3ー16、サニー大久保102）

（3204）1323

　記念動物病院
（高田馬場1ー20ー2）

（3200）0076

ワトソン動物病院（西早稲田
1ー11ー8、ビィラ早稲田1階）

（3200）1098

藤木獣医科病院
（西早稲田2ー21ー6）

（3200）1715

黒田獣医科病院
（中落合3ー24ー16）

（3954）2733

ハヤシダ動物病院

（上落合2ー27ー10）
（3362）8650

病院名・所在地 電話番号

小滝橋動物病院（百人町
4ー9ー2、第2浅見ビル）

（5332）6866

牛込犬猫病院

（南山伏町2ー15）
（3268）8059

相川動物医療センター
（西落合4ー3ー1）

（5988）7888

花園動物病院

（新宿1ー25ー11ー105）
（3352）2115

キタムラ動物病院
（早稲田鶴巻町556、マン
ション暁1階）

（3203）1190

わせだ動物病院
（早稲田鶴巻町110）

（3207）9511

トッキー動物病院

（北新宿1ー36ー3）
（5338）6870

にしやま動物病院
（西落合4ー17ー11）

（3950）1055

マリーペットクリニック
（上落合1ー5ー4）

（6279）3385

ペットなんでも相談 のご利用を

99月月11日日
施施行行

動物由来感染症にご注意を
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